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第
八
十
二
巻
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説

法学研究第82巻総目次

ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
に
お
け
る
訴
訟
費
用
敗
訴
者
負
担
の
原
則
に
関
す
る

結
果
責
任
説
の
歴
史
的
な
展
開
の
素
描
：
：
：
：
・

E
U
の
安
全
保
障
防
衛
政
策
（
E
S
D
P
）
と
世
論
：
：
：

続
・
抵
当
権
の
複
数
の
被
担
保
債
権
中
の
一
個
債
権
の
保
証
人
に
よ
る
代
位
弁
済
と

抵
当
不
動
産
売
却
代
金
の
配
当
｜
H
U／
l
／
幻
最
高
裁
判
決
の
「
理
論
的
分
析
」
｜

沈
黙
の
法
文
化
｜
近
代
日
本
に
お
け
る
法
の
カ
タ
チ

l
：：

岩
倉
使
節
団
と
イ
ギ
リ
ス
の
教
育
｜
使
節
団
の
教
育
機
関
視
察
を
め
ぐ
る
考
察
｜
・
：

会
社
の
「
事
業
の
た
め
に
す
る
行
為
」
の
意
義
：
：
：
j
i－
－

「
私
人
間
効
力
」
を
論
ず
る
こ
と
の
意
義
：

性
犯
罪
者
の
釈
放
と
電
子
監
視
｜
韓
国
に
お
け
る
電
子
監
視
制
度
の
分
析
を
中
心
と
し
て
｜

「
大
東
亜
国
際
法
」
理
論

l
日
本
に
お
け
る
近
代
国
際
法
受
容
の
帰
結
｜

自

一

号
J

至
十
二
号
」
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目
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法
典
延
期
派
・
福
津
諭
吉
｜
大
限
外
交
期
｜

東
京
裁
判
に
お
け
る
犯
罪
構
成
要
件
の
再
訪
｜
初
期
国
際
刑
法
史
の
一
断
面
の
素
描
｜

実
行
の
着
手
と
実
行
行
為
・
：

ヨ
ハ
ン
・
ア

l
ペ
ル
の
法
理
論
｜
物
権
債
権
峻
別
論
の
起
源
｜
．

フ
ラ
ン
ス
民
法
に
お
け
る
強
迫
（
乱
。
－

2
8）
の
概
念
・

ー
絶
対
的
強
迫
（
ミ
的
怠
包
含
宮
）
と
強
制
的
強
迫
（
ミ
句

S
達
、
宮
崎
を
ぬ
）
の
区
別
に
関
連
し
て
｜

「
世
界
最
古
の
刑
法
』
小
考

l
田
能
村
梅
士
の
中
国
法
制
史
論

l
：

合
併
等
規
定
の
問
題
点
よ
五
社
法
改
正
部
分
を
中
心
に
｜
－

暇
庇
概
念
の
変
容
と
商
法
五
二
八
条
の
命
運
：
：
・

ー
ド
イ
ツ
商
法
典
三
七
八
条
の
制
定
・
解
釈
・
削
除
の
経
緯
か
ら
｜

E
U競
争
法
に
お
け
る
和
解
（

ω
2
2
0
B
O
E）
手
続
の
導
入
と
課
題
：
：
：

裁
判
員
裁
判
に
お
け
る
量
刑
評
議
に
つ
い
て
｜
法
律
専
門
家
と
し
て
の
裁
判
官
の
役
割
｜

介
護
の
提
供
と
遺
贈

l
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
遺
言
契
約
を
め
ぐ
っ
て
｜

日
本
の
初
期
憲
法
思
想
に
お
け
る
法
実
証
主
義
と
進
化
論
・

信
託
法
上
の
信
託
か
、
信
託
類
似
の
他
の
法
律
関
係
か
・

ー
「
信
託
」
概
念
の
全
容
と
信
託
の
成
立
認
定
｜

イ
タ
リ
ア
の
刑
事
施
設
の
現
状
・
：
・

ー
ア
ン
テ
イ
ゴ
ネ
協
会
第
四
回
報
告
書
か
ら
読
み
取
れ
る
も
の
｜

「
亡
命
ド
イ
ツ
法
律
家
」
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・

C
・
オ
プ
ラ
l

ー
異
文
化
接
触
と
し
て
の
占
領
期
法
制
改
革
｜

一圭一豆玉

高
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日
本
人
国
際
ビ
ジ
ネ
ス
パ

l
ソ
ン
の
英
語
力
の
実
態
分
析

｜
国
際
ビ
ジ
ネ
ス
に
必
要
と
さ
れ
る
英
語
力
と
は
｜

イ
タ
リ
ア
民
事
司
法
の
崩
壊
？
｜
破
段
院
の
危
機
｜

イ
タ
リ
ア
の
成
年
養
子
制
度

エ
ミ
リ
l
・
ケ
ン
ピ
ン
H

シ
ュ
ピ

l
リ
と
世
紀
末
チ
ュ

l
リ
ヒ
の
女
性
問
題

｜
『
女
性
の
権
利
（
司

B
5
R
2
Z）
』
紙
か
ら
｜

法学研究第82巻総目次

グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
は
は
た
し
て
近
代
的
か

福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
苦
情
解
決
体
制
｜
消
費
者
契
約
の
視
点
か
ら
！

竹
田
敏
彦
の
通
俗
小
説
に
み
え
る
明
治
民
法
観
・
：
：
：

正
義
へ
の
ア
ク
セ
ス
と
合
意
に
よ
る
紛
争
解
決
手
段
に
つ
い
て
：
．

「
法
論
理
」
再
考
｜
三
段
論
法
か
ら
対
話
的
な
デ
フ
ォ
ル
ト
論
理
へ

l
－．

よ
く
鳴
る
風
鈴
の
力
学
的
考
察
：
：
：

ア
メ
リ
カ
連
邦
最
高
裁
の
役
割
の
歴
史
的
変
化
｜
自
由
と
安
全
の
調
整
者
の
観
点
か
ら
｜

「
医
療
崩
壊
」
の
本
質
と
医
療
行
政
の
見
直
し
：
：
：

沖
縄
地
方
紙
に
お
け
る
「
記
憶
の
網
」
：
：
：
・

第
一
六
回
衆
議
院
議
員
選
挙
に
関
す
る
一
考
察
：
：

ー
東
京
選
挙
区
に
お
け
る
中
選
挙
区
制
導
入
の
影
響
を
中
心
に
｜

信
頼
と
ガ
バ
ナ
ン
ス
は
な
ぜ
必
要
か
1

政
府
と
市
民
の
視
点
か
ら
｜

自
由
民
権
家
と
し
て
の
加
藤
勝
弥
・
：
：

『
続
日
本
紀
』
大
宝
元
年
八
月
甲
辰
条
に
つ
い
て
：
・

ー
寺
封
に
関
す
る
浄
御
原
令
文
の
存
否
を
め
ぐ
っ
て
｜

一一
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一一
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明
治
日
本
の
官
僚
リ
ク
ル
ー
ト
メ
ン
ト
ー
そ
の
制
度
、
運
用
、
実
態
｜

第
一
回
総
選
挙
に
お
け
る
静
岡
県
第
四
区
の
情
勢
l
日
本
初
期
選
挙
史
の
研
究
（

8
）
｜

蕃
客
接
遇
と
行
事
所
：
：
・
：

コ
レ
ラ
予
防
の
「
心
得
書
」
と
長
輿
専
粛
：

昭
和
戦
前
期
に
お
け
る
「
建
築
警
察
」
と
都
市
計
画
行
政
の
連
携
：
：
・

ー
「
全
国
都
市
計
画
協
議
会
」
に
お
け
る
論
議
と
宇
部
市
道
路
・
街
路
網
整
備
に
つ
い
て
｜

戦
時
下
日
本
の
労
務
動
員
と
政
府
宣
伝
｜
『
写
真
週
報
』
に
描
か
れ
た
女
性
労
働
｜
・
：

明
治
十
年
代
中
期
に
お
け
る
地
方
官
の
意
識
に
つ
い
て
の
一
考
察
・
：
：

七
分
利
付
外
債
に
お
け
る
井
上
馨
の
方
針
：
：
：
：

占
領
初
期
の
食
糧
管
理
を
め
ぐ
る
新
聞
報
道
・
：

明
治
維
新
期
に
お
け
る
朝
臣
に
関
す
る
考
察
：
：
・

台
湾
出
兵
と
国
際
法
｜
台
湾
蕃
地
事
務
局
に
お
け
る
戦
時
国
際
法
の
研
究
を
中
心
と
し
て
｜

征
韓
論
政
変
後
の
工
部
省
に
関
す
る
一
考
察
：
・

冨

mEZBmwzsE向。品。】。己
ω20
〈。
ZHMm
・－：・・・

事
例
演
習
教
授
法
｜
法
科
大
学
院
行
政
法
を
中
心
と
し
て
｜

韓
国
に
お
け
る
犯
罪
被
害
者
支
援
の
動
向
：

（
〔
解
題
〕
趨
均
錫
教
授
の
経
歴
と
被
害
者
支
援

統
治
の
理
論

区田

三E
三'ff.

第
一
次
世
界
大
戦
期
の
徳
富
蘇
峰
と
ア
メ
リ
カ
｜
一
九
一
四
l
一
九
一
八
年
｜

戦
時
下
の
台
湾
：
：
：

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
研
究
へ
の
「
安
全
保
障
研
究
の
コ
ペ
ン
ハ

l
ゲ
ン
学
派
」
の
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適
用
を
め
ぐ
る
一
考
察
l
E
U拡
大
を
事
例
と
し
て
｜

広
東
に
お
け
る
中
国
共
産
党
の
武
装
闘
争
と
動
員
｜
海
陸
豊
、

中
国
の
政
策
過
程
と
三
門
峡
ダ
ム
：
・
：
：

消
滅
時
効
期
間
の
短
期
化
と
確
定
債
権
制
度
・
：
：

ア
ジ
ア
に
お
け
る
大
統
領
・
議
会
関
係
の
比
較
分
析
に
向
け
て

朝
鮮
独
立
問
題
と
信
託
統
治
構
想
｜
四
大
国
「
共
同
行
動
」
の
模
索
｜

現
代
自
由
主
義
社
会
に
お
け
る
寛
容
｜
少
数
派
文
化
権
の
是
非
を
め
ぐ
る
一
考
察
｜

ス
タ
ー
リ
ン
の
日
本
人
送
還
政
策
と
日
本
の
冷
戦
へ
の
道
（
こ
：
：
・

福
沢
諭
吉
の
華
族
批
判
ー
そ
の
思
想
的
展
開
と
華
族
門
下
生
の
反
応
に
つ
い
て
｜
：

ス
タ
ー
リ
ン
の
日
本
人
送
還
政
策
と
日
本
の
冷
戦
へ
の
道
（
二
）
・
：
：

ス
タ
ー
リ
ン
の
日
本
人
送
還
政
策
と
日
本
の
冷
戦
へ
の
道
（
三
・
完
）
：
・
：
：

カ
ル
タ
へ
ナ
議
定
書
を
巡
る
「
貿
易
と
環
境
」
の
問
題
：
：
：

民
事
訴
訟
法
第
コ
二
九
条
に
つ
い
て

l
最
高
裁
判
所
と
口
頭
弁
論
！
：
：
：
：
：
：

j
i－－：
j
i－－：：：：
j
i－－士一

弁
済
者
一
部
代
位
論
・
再
論
｜
H
口
／

1
／
幻
・
最
高
裁
判
決
を
機
縁
と
し
て
｜
・
：

j
i－
－
J
J
・
－
－

j
i－－：士一

新設型組織再編における承認手続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・主

委任状勧誘規制の法的意義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・主

取
締
役
会
設
置
会
社
以
外
の
株
式
会
社
に
関
す
る
株
主
総
会
の
法
規
制

j
i－－：：：：－
j
i－－：：：
j

i
－－：士一

｜
招
集
手
続
を
中
心
と
し
て
｜

労
働
契
約
に
お
け
る
使
用
者
の
職
場
環
境
配
慮
義
務
の
法
理
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
・
：
：
：
：
：

j
i－－士一

ー
職
場
の
セ
ク
シ
ユ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
、
職
場
の
い
じ
め
・
嫌
が
ら
せ
等
を
中
心
と
し
て
｜

有
体
物
規
定
に
関
す
る
基
礎
的
考
察

I
lヨ
l
ホ
ウ
物
権
法
部
分
草
案
一
条
を
め
ぐ
っ
て

l
i－－：
j
i－－：：：士一

一
九
二
七
年

1
一
九
二
八
年
｜
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取
庇
あ
る
新
株
予
約
権
行
使
と
株
式
発
行
等
の
効
力

株
主
名
簿
閲
覧
謄
写
請
求
権
の
一
考
察
：

j
i－－－－

「
会
社
は
誰
の
も
の
か
」
考
：
：
：
：
：

新
会
社
法
に
お
け
る
株
券
と
株
式
譲
渡
を
め
ぐ
る
諸
問
題
：
：
：
：
：
：
：
－
j
i
－
－
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
士
一

取
締
役
の
善
管
注
意
義
務
と
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
問
題
：
：
：
：
：
：
：

j
i
－
－
：
・
：
：
：
：
：
：
：
j
i
－－：：士一

商
業
使
用
人
規
定
の
行
方
｜
ド
イ
ツ
商
法
と
の
比
較
｜
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
主

失念株と株主の権利・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・主

保
険
法
に
お
け
る
他
保
険
契
約
の
告
知
・
通
知
に
関
す
る
一
考
察
：
：
：
：
：
：
：
－

j
i
－
－
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
・
：
：
：
：
士
一

商
法
典
の
編
纂
と
白
地
手
形
規
定
｜
明
治
二
三
年
商
法
に
よ
る
白
地
手
形
規
定
の
削
除
l
：
j
i－－
J

J
・－：：士一

出版権設定契約の法的性質と信託法理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・主

我
が
国
の
私
法
に
お
け
る
「
賭
博
」
概
念
の
生
成
と
発
展
に
つ
い
て
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
－

j
i
－－：：：士一

取締役の選任行為とその地位・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・主

日
米
に
お
け
る
内
部
統
制
に
関
す
る
取
締
役
の
注
意
義
務
｜
ケ
ア
マ

l
ク
事
件
を
中
心
に
｜
：
－

j
i
－－－：：：：：士一

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
飼
主
の
死
後
ペ
ッ
ト
動
物
を
飼
育
す
る
た
め
信
託
：
：

j
i
－
－
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
士
一

ロ
ェ
ス
レ
ル
商
法
草
案
「
緒
言
」

最
終
講
義

行
政
法
及
び
エ
ネ
ル
ギ
ー
法
・
政
府
規
制
産
業
法
の
課
題

資

料

韓
国
の
犯
罪
被
害
者
保
護
法
（
翻
訳
）

4コ

一七五一圭一寸コ
一五九一七九

四
O
一一一

四一毛
回一〈七

五一五
五回一一一

五六七
五九一一一

六五回
フR
-tr 
Z国

四
三

杉菅大

賀

来
住
野

池藤鈴堀

井

渋

谷
諏
訪
野

西重長高今藤

田原島田木原田畑泉田原

貴

洋

貴
与
志

祥

206 

究充

達祥真

策子次

光智

明義大

麻慎
紀

史子 治

周手E

子

晴

仁

淳
一
郎

寸コ
ヨ玉．

太
田
達
也
／
訳



犯
罪
者
保
護

m
被
害
者
保
護

パ
ン
ジ
ャ
マ
ン
・
コ
ン
ス
タ
ン

『
征
服
の
精
神
と
纂
奪
l
｜
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
』
（
五
）

韓
国
の
性
犯
罪
者
電
子
監
視
法
（
翻
訳
）

国
際
民
事
訴
訟
原
則
（
甲
山
口

a
z
gえ
JpggmE《

VEHe
－－
P
R
a
R
O）

ー
そ
の
最
も
重
要
な
根
幹
に
つ
い
て
｜

バ
ン
ジ
ャ
マ
ン
・
コ
ン
ス
タ
ン

『
征
服
の
精
神
と
纂
奪
｜
｜
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
』
（
六
）

パ
ン
ジ
ャ
マ
ン
・
コ
ン
ス
タ
ン

『
征
服
の
精
神
と
纂
奪

l
lヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
」
（
七
）

内
閣
不
信
任
に
関
す
る
衆
議
院
議
院
運
営
委
員
会
議
録

パ
ン
ジ
ャ
マ
ン
・
コ
ン
ス
タ
ン

「
征
服
の
精
神
と
纂
奪
｜
｜
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
』
（
八
）

法学研究第82巻総目次

パ
ン
ジ
ャ
マ
ン
・
コ
ン
ス
タ
ン

『
征
服
の
精
神
と
纂
奪
i
｜
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
」
（
九
）

フ
ラ
ン
ス
民
法
担
保
編
に
お
け
る
譲
渡
担
保
規
定
の
実
現
：
：

占
領
初
期
に
お
け
る
食
糧
管
理
強
化
へ
の
模
索
（
こ
・

ー
『
食
糧
対
策
審
議
会
摘
録
』
の
解
説
を
通
じ
て
｜

区田IZ9 IZ9 ヨ王プてフて4コ

八一一一
ク
ル
ト
・
ゼ
l
ル
マ
ン

佐
藤
拓
階
／
訳

小
池
信
太
良

。一一一
堤

林

。

貧
／
訳

堤

林

恵

太
田
達
也
／
訳

ロ
ル
フ
・
シ
ユ
テ
ユ
ル
ナ
1

春
日
偉
知
郎
／
訳

プし
寸コ一一五区富

堤堤

林林

一
回
九

堤堤

林林

完

増

蓋

堤堤

林林

Cコ

堤堤

林林

4コ
4コ

平

プL

献
／
訳

制
／
訳

山

幹

高

一
向
／
訳

恵剣
／ 
訳

野

裕

之

田

義

207 

幸



バ
ン
ジ
ャ
マ
ン
・
コ
ン
ス
タ
ン
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『
征
服
の
精
神
と
纂
奪
｜
｜
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
』
（
十
・
完
）

占
領
初
期
に
お
け
る
食
糧
管
理
強
化
へ
の
模
索
（
二
・
完
）

ー
『
食
糧
対
策
審
議
会
摘
録
』
の
解
説
を
通
じ
て
｜

旧
韓
末
に
お
け
る
外
国
人
法
律
・
外
務
顧
問
の
外
交
史
的
研
究

〔
商
法
〕

判
例
研
究

ノ、、プし

一
四
九

堤堤

林 林

ヨ王．
tコ

恵剣
／ 
訳

208 

田

義

幸

4コ

田岩洪

中谷

佑十

季郎淳
／ 
訳鏑

四
九
四

宮

四
九
五

四
九
六

四
九
七

四
九
八

四
九
九

会
社
に
よ
る
内
閣
府
令
違
反
の
議
決
権
代
理
行
使
の
勧
誘
が
株
主
総
会
決
議
取
消
事
由
に

当
た
ら
な
い
と
さ
れ
た
事
例

競
業
者
で
あ
る
株
主
に
よ
る
株
主
名
簿
閲
覧
謄
写
の
仮
処
分
命
令
申
立
て
が
認
め
ら
れ
た

事
例

監
査
法
人
が
架
空
取
引
を
看
過
し
た
場
合
に
、
善
管
注
意
義
務
違
反
に
よ
る
債
務
不
履
行

が
否
定
さ
れ
た
事
例

運
転
者
が
殺
意
を
も
っ
て
歩
行
者
専
用
道
路
内
で
ト
ラ
ッ
ク
を
暴
走
さ
せ
、
歩
行
者
を
死

亡
さ
せ
た
事
故
に
つ
い
て
、
ト
ラ
ッ
ク
を
保
有
す
る
レ
ン
タ
カ
ー
業
者
は
白
賠
法
三
条
に

基
づ
く
責
任
を
負
う
と
さ
れ
た
事
例

未
払
込
分
割
保
険
料
と
相
殺
し
た
保
険
金
残
債
務
の
遅
滞
に
か
か
る
時
期

一
旧
商
法
二
四
五
条
ノ
二
の
「
公
正
ナ
ル
価
格
」
の
算
定
に
当
た
っ
て

D
C
F法
が
採

用
さ
れ
た
事
例
、
二
鑑
定
費
用
の
負
担
方
法
に
つ
い
て
当
事
者
の
主
張
価
格
と
裁
判
所

の
決
定
額
と
の
議
離
率
に
応
じ
て
決
定
す
る
の
が
相
当
と
さ
れ
た
事
例

公
開
買
付
け
に
よ
ら
な
い
で
株
式
を
買
い
付
け
た
行
為
が
、
平
成
一
七
年
法
律
第
八
七
号

区耳ヨ三フ匂寸コノ、、

一O九ヨ王．
三is:.

士
口

フ匂
τ＝ 

加

一
八
七

人堀

フて
プじ

山

法

研

究

会

島

司

i
 

l
 

－－
E

，F 

勝

藤

修

島

宏

平

井

智

明

本

真
知
子



五
O
O

に
よ
る
改
正
前
の
証
券
取
引
法
二
七
条
の
二
第
一
項
に
違
反
し
、
株
主
に
対
す
る
不
法
行

為
と
な
る
と
さ
れ
た
事
例

譲
渡
制
限
株
式
の
相
続
人
に
対
す
る
会
社
の
株
式
売
渡
請
求
権
の
行
使
期
間
の
起
算
点

被
保
険
者
に
対
す
る
債
務
者
に
よ
る
故
意
の
事
故
招
致

五。五。

プし一←
一←

プL
tコ

八
七

一
四
三

島来
住
野

西

田

志、

帆eす＂＇
7L 

原

d慎

治

民
事
訴
訟
法
研
究
t』
Zミ

〔
最
高
裁
民
訴
事
例
研
究
〕

四
一
六
平
二

0
1
〔
民
集
六
二
巻
三
号
八
六
O
頁〕

四
一
七
平
一
九
4

〔
民
集
六
一
巻
八
号
三
一
八
六
頁
〕

平
二

O
2
〔
民
集
六
二
巻
一

O
号
二
五
O
七
頁
〕

平
二

O
3
〔
民
集
六
二
巻
七
号
二

O
二
二
頁
〕

平
一
九
5

〔
民
集
六
一
巻
九
号
三
三
六
四
頁
〕

四
一
八

四
一
九

四
二

O

区ヨフ民主寸コノ、、一←

一七一
一
九
五

一一一五
一八一

一
五
回

キす河坂春

田

典

子

木

浩

原

夫

好

彦
偉
知
郎

正

キす日

〔
下
級
審
民
訴
事
例
研
究
〕

民
事
訴
訟
法
研
究
左』
Z弐

60 

一
控
訴
に
伴
う
執
行
停
止
の
担
保
に
よ
り
担
保
さ
れ
る
損
害
賠
償
請
求
権
の
性
質
、
二
控

訴
に
伴
う
執
行
停
止
の
申
立
て
に
お
い
て
相
手
方
が
被
る
損
害
に
つ
い
て
未
必
的
な
故
意
が
あ

る
と
さ
れ
た
事
例
、
三
控
訴
に
伴
う
執
行
停
止
が
不
法
行
為
と
な
る
場
合
に
お
い
て
執
行
停

止
決
定
の
後
民
事
再
生
手
続
開
始
決
定
が
さ
れ
た
と
き
の
損
害
の
算
定

大
阪
高
裁
平
成
二

O
年
二
月
二
八
日
判
決
、
変
更
・
確
定
（
大
阪
高
裁
平
一
九
（
ネ
）
二
三
五

O
号
）
、
損
害
賠
償
債
権
確
定
請
求
控
訴
事
件
、
判
例
時
報
二

O
三
O
号
二

O
頁
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プL

寸コ

原

将

照
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債
権
者
代
位
権
の
訴
訟
に
よ
る
行
使
と
被
代
位
債
権
の
被
転
付
適
格

大
阪
高
裁
平
成
一
八
年
二
一
月
一
三
日
判
決
（
平
成
一
八
年
（
ネ
）
第
一
八
七
三
号
）
、
請
求

異
議
控
訴
事
件
、
判
例
時
報
一
九
八
四
号
三
九
頁

61 
〔
民
集
未
登
載
最
高
裁
民
訴
事
例
研
究
〕

→ー

ブLノ、
中

島

弘

210 

雅

民
事
訴
訟
法
研
究
£』
~ 

22 

前
訴
に
お
い
て
一
個
の
債
権
の
一
部
に
つ
い
て
の
み
判
決
を
求
め
る
旨
が
明
示
さ
れ
て
い
た
と

し
て
、
前
訴
の
確
定
判
決
の
既
判
力
が
当
該
債
権
の
他
の
部
分
を
請
求
す
る
後
訴
に
及
ば
な
い

と
さ
れ
た
事
例

平
成
二

O
年
七
月
一

O
日
第
一
小
法
廷
判
決
（
最
高
裁
平
成
一
九
（
受
）
第
一
九
八
五
号
、
損

害
賠
償
請
求
事
件
、
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
二
八

O
号
二
二
頁
）

23 

採
石
権
侵
害
の
不
法
行
為
を
理
由
と
す
る
損
害
賠
償
請
求
事
件
に
お
い
て
、
損
害
の
発
生
を
前

提
と
し
な
が
ら
、
民
訴
法
二
四
八
条
の
適
用
に
つ
い
て
考
慮
す
る
こ
と
な
く
、
損
害
の
額
を
算
定

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
て
請
求
を
棄
却
し
た
原
審
の
判
断
に
違
法
が
あ
る
と
さ
れ
た
事
例

平
成
二

O
年
六
月
一

O
日
第
三
小
法
廷
判
決
（
最
高
裁
平
成
一
八
年
（
受
）
第
二
六
五
号
、
損

害
賠
償
請
求
事
件
、
一
部
破
棄
差
戻
し
・
一
部
棄
却
、
裁
判
所
時
報
一
四
六
一
号
一
五
頁
）

紹
介
と
批
評

門
松
秀
樹
『
開
拓
使
と
幕
臣

l
幕
末
・
維
新
期
の
行
政
的
連
続
性
｜
』

柏
原
宏
紀
『
工
部
省
の
研
究
｜
明
治
初
年
の
技
術
官
僚
と
殖
産
興
業
政
批
↑
T

j

i
－－：：

j
i
－－：・：

j

i
－－：十一

特
別
記
事

森
征
一
教
授
略
歴
・
主
要
業
績

寺
崎
修
教
授
略
歴
・
主
要
業
績

内
山
秀
夫
先
生
追
悼
記
事

ヨ王．一←一一o＝一九 一一九六
九

一一九-tr 
ヨ王

ヨ三

I
 
l
 

－－，，F
 

松
Jll 
原 原嶋尾

将

照

隆

憲

正

人

正

道



弔
ア
秀
鍾
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告

太
田
俊
太
郎
先
生
追
悼
記
事

遠
山
嘉
博
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告

平
成
一
一
一
年
度
慶
麿
法
学
会
総
会
・
研
究
大
会
共
通
論
題
パ
ネ
ル
「
東
ア
ジ
ア
は
ど
こ
へ
ゆ
く
の
か
」

商
法
判
例
研
究
五

O
O回
記
念
寄
稿

神
谷
不
二
先
生
追
悼
記
事

松
本
三
郎
先
生
追
悼
記
事

葛
西
ま
ゆ
こ
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告

加
藤
修
教
授
略
歴
・
主
要
業
績
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